
令和８年度台湾市場誘客促進業務 

公募型プロポーザル提案説明書 

 

１　実施主体 

　　さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会（以下「協議会」という。） 

　　（構成自治体：札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、

石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町） 

 

２　業務名 

　　令和８年度台湾市場誘客促進業務 

 

３　背景及び目的 

　当協議会では、圏域での観光客を増加させ、圏域全体の観光消費を増大させること

を目的として自治体連携による海外からの観光客誘致事業を推進しているところであ

るが、近年は台湾をターゲット市場として取組んでいる。台湾からは年間を通して複

数の航空会社による直行便があり、また、来道意欲が高いことから、継続的に誘客を

行うことで、圏域訪問者のさらなる増加が狙えると考えている。また、来道リピー

ターが多く、常に新しい情報やまだ行ったことがない観光地を開拓したいという思い

が強いことが市場特性としてあるため、圏域が保有する魅力的な観光資源を生かした

コンテンツを磨き上げプロモーションしていくことは、台湾市場と相性が良く、高い

誘客効果が期待できる。 

　また、令和７年度の台北国際旅行博（ITF）2025にて当協議会が実施したアンケー

トの結果によると、30代～40代女性の来道回数が多いことが判明したため、この点も

踏まえ、引き続き、来道者が増加する冬季を中心としてリピーターに向けた誘客施策

を実施することで、圏域の観光消費額の増大を図る。 

 

４　業務委託期間 

　　業務委託期間は、契約締結日から令和９年３月19日までの間の所定の日とする。た

だし、所定の日はプロモーションの内容に応じ、委託者が定める。 

 

５　予算規模 

　　本業務の上限は12,500,000円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

　　ただし、下記のとおりの内訳とする。 

・​「６⑵　着地型商品造成及び販売」及び「６⑶　圏域の認知拡大及び着地型商品

の販売促進」に係る費用：8,300,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

・​「６⑷　台湾国際旅行博（ITF）2026出展」に係る費用：4,200,000円（消費税及

び地方消費税を含む） 

 

６　業務の内容 

⑴　ターゲット 

　　　来札経験がある台湾市場の一般消費者 

　　　メインターゲット：来札経験がある30～40代女性 

　　　サブターゲット：来札経験者全般 

⑵　着地型商品造成及び販売 

　　圏域内の観光資源を生かし、台湾人観光客にとって付加価値が高いと考えられる
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体験コンテンツの造成を行い、台湾市場で影響力が高いOTAサイトにて販売するこ

と。 

　ア　造成本数 

　　　圏域内12市町村についてそれぞれ１コンテンツ（計12コンテンツ）、冬季もし

くは通年での実施が可能な着地型商品を造成すること。造成する商品について

は、各市町村の意向を踏まえたものとし、商品造成に向けた必要なフォローアッ

プ、磨き上げを行うこと。 

　　　なお、提案により13コンテンツ以上を造成することも可とするが、本事業にお

いては、各自治体のコンテンツをターゲットの需要に合わせてしっかり磨き上げ

ることに注力し、さらに６⑶のプロモーションで強力に拡散することで、来札及

び商品購入に繋げていくことを重視している。そのため、コンテンツ数の増加が

プロモーションの質や量の低下に繋がることがないよう留意して提案すること。 

　　イ　催行、販売開始時期 

　　　　下記を目安とするが、より適切と考えられる時期がある場合は、提案により示

すこと。また、通年実施が可能な商品は造成後、可能な限り早期での催行開始及

び販売開始を行うこと。 

　　　(ｱ) 催行開始時期 

　　　　　令和８年12月上旬頃 

　　　(ｲ) 販売開始時期 

　　　　　令和８年９月下旬頃 

ウ　販売媒体 

　　　　造成した商品を台湾市場で影響力が高いOTAサイト３媒体以上に掲載し、販売

すること。 

　　エ　効果測定 

　　　　商品の購入者数や購入者属性等を把握の上、集計・分析を行い報告すること。 

　⑶　圏域の認知拡大及び着地型商品の販売促進 

　　　圏域の認知拡大及び造成商品の販売促進のため、デジタルメディアを活用して効

果的なプロモーションを実施すること。 

　　ア　実施手法 

　　　　メインターゲット層に影響力の高いインフルエンサー又はWEBメディアを招請

のうえ、圏域観光及び６(2)の造成商品の魅力を発信すること。発信手法は提案

によることとするが、動画による情報発信は必ず含めること。 

　　　　※影響力については、単にフォロワー数やサイトのPV数のみを基準とするので

はなく、動画の再生回数やエンゲージメント数、ユーザー属性等についても考慮

すること。 

　　　(ｱ) 招請者数 

　　　　　１組以上 

　　　　　インフルエンサーについては、YouTube動画を主要な媒体として発信を行っ

　ている者であること。 

　　　(ｲ) 招請時期・日数 

　　　　　冬季の来札や造成商品販売の最大化の観点から、機を逃さず情報発信が行え

　る時期とすること。日数は、４泊５日以上を目安とし、６⑶ア(ｳ)及び(ｴ)につ

　いて確実に実施できる日程・行程とすること。 

  　　(ｳ) 取材地 

　　　　　圏域12自治体を網羅すること 
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　　　(ｴ) 内容 

　　　　　各地域ならではの魅力を造成商品の体験や紹介を交えながら発信するこ　　

　と。また、主要な観光拠点（札幌中心部、新千歳空港など）からのアクセス　

　方法や所要時間など、旅行者が圏域内での周遊計画を立てる際に有用かつ具　

　体的な情報も含めること。 

　　　(ｵ) 発信 

　　　　　招請するインフルエンサーのYouTubeチャンネル又は招請するWEBメディアの

　WEBサイト等に制作した動画等を掲載すること。また、制作した動画等は本年

　度以降も継続して掲載できるよう調整すること。 

　　　(ｶ) 意見聴取 

　　　　　招請者の行程終了後に、今後の圏域の誘客促進に寄与すべく、コンテンツ　

　の磨き上げや認知拡大に繋げるため、一般旅行者目線で意見聴取を行い、報　

　告書に含めること。 

　　　(ｷ) その他 

　　　　　当協議会が運営する公式WEBサイト「Quru Quru Sapporo 

　　　　（https://quruquru.sapporo.travel/）（以下、「公式サイト」という。）」

　と効果的な連携が可能である場合には、その連携内容を提案すること。この場

　合、サイトの編集作業も受託者が実施することとし費用を見積もること。 

　　　※公式サイトは、一般社団法人札幌観光協会が運用する「ようこそさっぽろ」の

サーバー内に格納されており、追加のサーバー代や保守代は発生しない。ただ

し、編集にあたりSFTP情報の発行が必要な場合があり、発行にあたってはIPアド

レスの制限解除が必要で、当該解除に20,000円程度費用が発生するため見積に含

めること。また、サイトの編集に使用するプログラム（PHP）やWordPressのバー

ジョンアップ作業も必要となることから、その作業に係る費用も見積もること。

（なお、当協議会では100,000円程度であると想定している。） 

　　イ　効果測定 

　　　　実施したプロモーション内容について、効果を測定し報告すること。なお、動

画再生回数やエンゲージメント等の他、当該プロモーションの効果による台湾か

らの来札者数等、効果を数値として示す手法があれば提案により示すこと。 

 

　⑷　台湾国際旅行博（ITF）2026出展に係る業務 

　　　ITF2026及び併催商談会への出展に係る運営業務等を実施すること。また、併催

商談会の前には、現地旅行会社等へのセールスコールを実施する予定であるため、

その実施に係る手配及び調整等を行うこと。 

　　　※ITF2026出展料、併催商談会参加費については、当協議会から公益社団法人日

本観光振興協会へ支払いを行うため、見積に含めないこと。 

　　ア　ITF2026出展 

　　　(ｱ) 開催日程及び会場 

　　　 　 日程：令和８年11月６日（金）～９日（月）　４日間（予定） 

　　　　　会場：台北市・南港展覧館１号館１F・４F 

　　　(ｲ) ブース設営及び撤収 

　　　　　ブースについては、シェルブース２小間（１ブースのサイズは　　　　　　

　　　　W3,000×D3,000×H2,500）を確保予定であるため、出展にあたり必要となる一

　　　　切の設営及び撤収作業を実施すること。ブースは横並びとなることを想定して

　　　　いるが、状況に応じ臨機応変に対応すること。 
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　　　　　なお、ブースの詳細については、「2026台湾国際旅行博　日本ゾーン第１報

　出展募集要項（以下、「募集要項」という。）（　　　　　　　

https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/autoupload/2026/03/i

tf2026bosyuu.pdf）を確認すること。 

　　　(ｳ) ブースレイアウト・装飾 

　　　　　２ブースのうち１ブースは札幌市PRブースとし、もう１ブースは圏域自治体

　　　　（小樽市、千歳市、北広島市、当別町）PRブースとするが、２ブースの一体　

　　　感が出るよう工夫すること。 

　　　　　ブース内のレイアウト及び壁面等の装飾デザインについては委託者と協議の

　　　　上決定することとする。 

　　　(ｴ) 備品 

　　　　　備品は原則的に標準備品を使用することとするが、追加で必要となる備品　

　　　　があれば、当該備品に係る一切の手配、支払等を実施し、費用は本業務に含　

　　　　めること。 

　　　(ｵ) ブース運営 

　　　　　会場で効果的なプロモーションが行えるよう以下の手配を行うこと 

　　　　ａ　スタッフ配置 

　　　　　　日本語と中国語が流暢に話せる通訳スタッフを常時４名以上配置するこ　

　　　　　と。またこれとは別に、日本の旅行業及び北海道の観光情報に精通したス　

　　　　　タッフ（日本語のみでも可）を１名以上配置すること。また、配置にあたっ 

　　　　　ては、休憩時間も考慮したシフト管理を行うこと。 

　　　　ｂ　ブース内プロモーション 

　　　　　　ブースに来場者を誘引するプロモーションを実施すること。また、圏域の

魅力の効果的な発信に繋がる施策を実施し、来場者との交流を深めるサ

ポートを行うこと。 

　ｃ　アンケート 

　　　　　　札幌市ブースにて、来場者に対しスマートフォンを活用したWEBアンケー

　　　　　トを実施すること。アンケート項目は委託者と協議の上決定することとし、

　　　　　アンケート結果については、集計・分析のうえ、日本語への翻訳を行い、報

　　　　　告すること。 

　　　　ｄ　ノベルティ 

　　　　　　プロモーションやアンケート等において、ノベルティの配布を行う場合　

　　　　　は、手配のうえ発送すること。 

　　　　ｅ　着地型商品の販売促進 

　　　　　　６⑵「着地型商品造成及び販売」にて造成した着地型商品の販売促進に繋

　　　　　がる施策を実施すること。 

　　　(ｶ) 配架資料等の集約及び輸送 

　　　　　ITF会場で使用する配架資料及びノベルティ等の集約、会場への輸送、ブー

　　　　スへの配架等の一切の作業を実施すること。発送物の重量については、400kg

　　　　程度を想定する。 

　　　　　なお、台北への輸送は日本観光振興協会が委託する事業者が日本からの参加

　　　　団体の発送物を国内倉庫に取りまとめ、一括輸送する予定であるため、輸送に

　　　　関する手続きについては、当該事業者の指示に従うこと。 
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　＜2025年時の輸送費用（参考値）＞ 

　日本から台湾までの輸送費用　　　海上輸送　　　航空輸送 

　総重量１kg～150kgsまで・・・　　\165,000　　　\180,000 

　150kgsを超える場合・・・　　　＠\1,100/kg　　＠\1,200/kg 

　○輸送事業者の作業範囲 

　・海上輸送 

国内諸掛り（輸出通関→東京港出港まで） 

　　海上運賃（東京港－台北港） 

　　現地諸掛り（台北港到着→輸入通関→会場内指定ブースまで） 

　・航空輸送 

　　国内諸掛り（輸出通関→成田空港出発まで） 

　　航空運賃（成田空港－台北空港） 

　　現地諸掛り（台北空港到着→輸入通関→会場内指定ブースまで） 

　※台湾側通関で発生する関税・消費税等輸入税の支払いも本業務に含めるこ       

　　と。なお、上記の輸送方法よりも安価かつ安全に輸送が可能な手法がある場

　　合は、提案により示すこと。 

　　　(ｷ) 航空券及び宿泊先手配 

　　　　　日本からの参加者の往復航空券及び宿泊先を手配し、費用を本業務に含める

　こと。 

　　　・手配数：６名分（事務局（札幌市）２名、圏域自治体前半２名、後半２名） 

​ 　①事務局：台北宿泊日数６泊（11月４日（水）～10日（火）） 

　　　　②前半組：台北宿泊日数３泊（11月５日（木）～８日（日）） 

​ 　③後半組：台北宿泊日数３泊（11月７日（土）～10日（火）） 

　　　・航空券：新千歳空港から台北への往復直行便（LCC除く）を手配すること 

　　　　①事務局の往路は11月４日（水）午後７時頃までに台北の空港に到着する便、

　　　　　復路は11月10日（日）午後３時頃までに新千歳空港に到着する便とする。 

　　　　②前半組の往路は11月５日（木）午後７時頃までに台北の空港に到着する便、

　　　　　復路は11月８日（日）午後３時頃までに新千歳空港に到着する便とする。 

　　　　③後半組の往路は11月７日（土）午後７時頃までに台北の空港に到着する便、

　　　　　復路は11月10日（火）午後３時頃までに新千歳空港に到着する便とする。 

　　　・宿泊先：１泊１人あたり15,000円を目安とすること。ITF会場まで公共交通機     

関を利用して、30分程度で移動できる場所にあること。 

　　　＜渡航スケジュール＞ 

　　　事務局（札幌市） 

令和８年11月４日（水） 移動（新千歳→台北） 台北泊 

11月５日（木） セールスコール・商談会 

※後述 

台北泊 

11月６日（金） 

～９日（月） 

ITF会場 台北泊 

11月10日（火） 移動（台北→新千歳）  

　　　前半組 

令和８年11月５日（木） 移動（新千歳→台北） 台北泊 

11月６日（金） 

～７日（土） 

ITF会場 台北泊 

11月８日（日） 移動（台北→新千歳）  
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　　　後半組　　 

　令和８年11月７日（土） 移動（新千歳→台北） 台北泊 

11月８日（日） 

～９日（月） 

ITF会場 台北泊 

11月10日（火） 移動（台北→新千歳）  

　　　(ｸ) ITF出展事務局運営 

　　　　　円滑な内容理解及び進行管理を行えるよう、参加者用マニュアルを作成の

上、関係者に配布し説明を行うこと。 

　イ　日本観光振興協会主催商談会 

　　　1) 開催日程及び会場 

　　　　 日程：令和８年11月５日（木）13：30～16：30 

　　　 　会場：富邦国際会議センター 

　　　　※商談会は事務局のみ参加予定 

　　　2) 通訳手配 

　 　 　 ビジネスレベルの通訳者を１名以上配置すること。 

　　ウ　セールスコール手配 

　　　1）訪問先手配 

11月５日（木）午前に、現地の旅行会社等を訪問し、圏域のプロモーション

を行うため、訪問先企業等を３社以上提案し、委託者が選定した訪問先と調整

を行うこと。また、事前に訪問先の要望を確認する等、効果的なプロモーショ

ンとなるようサポートを行うこと。　 

※セールスコールは事務局のみ参加予定 

　　　2) 通訳手配 

ビジネスレベルの通訳者を１名以上配置すること。 

　　　3) 移動車等手配 

移動に車等が必要な場合は手配し、それに係る費用は受託者が負担するこ　

　　　 と。 

　　エ　効果測定 

ITF出展に関し、ブースへの来場者数、パンフレット配布数、アンケート回収

数・集計結果等の実施結果について測定すること。また、セールスコールでの商

談内容をとりまとめ報告すること。これらのITF出展に係る報告書は12月11日

（金）までに提出すること。 

　⑸　実施結果の報告 

　　　業務完了期限までに、実施概要、実施結果及び効果（実施により得られた集客効

果やその他二次的なプロモーション効果等）をとりまとめて報告すること。報告

は、画像や図表、数値データを用いて、できる限り分かりやすいものにすること。 

 

７　企画提案を求める事項 

　　以下の項目について、企画提案書を作成するものとする。なお、提案にあたっ 

ては、統計情報や各種レポート、自社の業務実績など、できる限り客観的なデータ 

を用いた説明に努めること。 

⑴　実施方針 

　　台湾市場における当事業ターゲット層の海外旅行動向・来道旅行動向・特性等に

ついて分析し、本事業の実施にあたっての基本的な考え方、企画の特徴等を示すこ

と。 
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⑵　着地型商品造成及び販売 

ア　造成本数 

　　造成本数を示すこと。また、本企画提案においては、事業者が商品を造成する

　　　ために必要なスキル、知識、着眼点を審査することから、造成予定の商品の代表

　　　例として、３本以上の商品の詳細内容（コンテンツ内容、催行開始時期、OTA掲

　　　載時期、予定価格等）を示すこと。あわせて、各商品の特長を示すとともに、　

　　　ターゲットにとって魅力的である理由を示すこと。 

なお、商品の詳細は、受託後に自治体との検討及び調整を想定していることか

ら、提案時点においては想定内容として示すこと。　 

イ　販売媒体 

　　商品を掲載する媒体を示すこと。また、選定した媒体の概要、選定した理由

（台湾市場における媒体の影響力等）も併せて示すこと。 

⑶　圏域の認知拡大及び着地型商品の販売促進 

　ア　招請するデジタルメディア 

　　　招請するインフルエンサー又はWEBメディアの概要（フォロワーやエンゲージ

　　メント率、読者属性、取扱っているコンテンツ等）及び選定の理由を示すこと。 

　イ　招請時期等 

　　　招請時期及び取材日数、行程案を示すこと。　 

　ウ　発信手法 

　　　インフルエンサー又はWEBメディアによる発信の詳細（媒体、発信内容、回　

　　数、分量、発信時期等）を示すこと。 

　エ　動画内容及び制作本数 

　　　動画の制作本数、１本あたりの時間、構成案を示すこと。 

  オ　公式サイトとの連携・独自提案 

　　　当協議会が運営する公式サイトを活用する場合には、連携案を提案すること。 

　　　また、制作した動画を招請者のYouTube又はWEBメディアに掲載する以外に、効

　　果的に発信する手段があれば提案すること。 

 

　⑷　台湾国際旅行博（ITF）2026出展 

　　ア　ブース設営及び撤収 

ブースのレイアウト、装飾について、コンセプト及びデザイン案を示すこと。

また、ブース設営及び撤収のスケジュールを示すこと。 

　　イ　ブース運営 

配置するスタッフの人数及び概要を示すこと。また、通訳者のレベルを示すこ

と。 

　　ウ　ブース内プロモーション 

　　　　「６⑷ア(ｵ)ｂ　ブース内プロモーション」の詳細を示すこと。 

　　エ　アンケート 

　　　　「６⑷ア(ｵ)ｃ　アンケート」について、手法を示すこと。また、回収目標数

も示すこと。 

　　オ　ノベルティ 

　　　　「６⑷ア(ｵ)ｄ　ノベルティ」について、プロモーション、アンケート等で使

用するノベルティの内容、個数を示すこと。 

　　カ　着地型商品の販売促進 

　　　　「６⑷ア(ｵ)ｅ　着地型商品の販売促進」について、手法を示すこと。 
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　　キ　航空券及び宿泊先 

　　　　往復航空券及び宿泊先について提案内容を示すこと。なお、宿泊先については

候補を複数示すこと。 

　　ク　BtoBプロモーション 

　　　　日本観光振興協会主催商談会及びセールスコールにおいて、手配する通訳の概

要を示すこと。 

　　　　なお、セールスコールにおいては、訪問候補の現地企業を示すこと。 

⑸　効果測定 

ア　当該事業の有効性を測る事業指標及び成果指標を設定し示すこと。 

イ　当該事業指標及び成果指標の具体的な測定方法、測定時期を示すこと。 

ウ　当該業務に基づく波及効果の測定について提案がある場合は、波及効果の内容

（指標）、測定方法、測定時期及び目標についても示すこと。 

⑹　実施体制及び実施スケジュール 

ア　業務体制（人員体制を含む。但し、必ずしも氏名を明示する必要はない。）並

びに業務の総括責任者及び各パートの責任者の役職及び実績を示すこと。 

イ　提案者及び業務体制を構成する事業者の会社概要並びにこれまでの類似業務の

実施実績を示すこと。 

ウ　準備及び効果測定を含めた業務スケジュールを示すこと。 

⑺　見積もり 

業務の実施に必要な経費の総額及び内訳を明らかにした見積を示すこと。 

 

８　参加資格要件 

参加者は、次の要件を全て満たすこと。また、下表に定める必要書面を申込書と同

時に提出を行うこと。ただし、札幌市競争入札参加資格者名簿に登録されている場合

は、提出を省略できる。 

⑴　地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であ

り、かつその者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する者でないこと。 

⑵　会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による

再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く）等経営状

態が著しく不健全な者でないこと。 

⑶　圏域内構成市町村において、入札等への参加停止措置を受けている期間中でない

こと。 

⑷　事業協同組合等の組合が参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独で

の参加を希望していないこと。 

⑸　市区町村税、消費税・地方消費税を滞納している者でないこと。 

⑹　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴 

　力団その他の反社会的団体である者又はそれらの構成員が行う活動への関与が 

認められる者でないこと。 

※　複数者が協力して参加する場合、構成員すべてが⑴～⑹を満たす必要がある。

また、契約の相手方は代表者とし、他の構成員は協力者となる。 

＜提出する書面＞ 

※札幌市競争入札参加資格者名簿に登録されている場合は、提出を省略できる。 

提出書面 備考 

ア　申出書 （様式３） 

イ　登記事項証明書 ※登記は現在事項証明または全部事項証明（写し
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可） 

※参加申込書の提出日から３か月前の日以降に発

行されたもの 

ウ　財務諸表（直前２期分） 貸借対照表、損益計算書 

エ　納税証明書 

（市区町村税） 

※本店（契約権限を委任する場合は受任先）の所

在地の市区町村が発行するもの（写し可） 

※参加申込書の提出日から３か月前の日以降に発

行されたもの 

オ　納税証明書 

（消費税・地方消費税） 

※未納がない旨の証明書(その３の３)(写し可) 

※参加申込書の提出日から３か月前の日以降に発

行されたもの 

 

９　参加手続きに関する事項 

⑴　日程 

　ア　公募開始　　　　　　　　　　　　令和８年５月１日(金) 

イ　参加申込書の提出期限　　　　　　令和８年５月15日(金)　12時00分必着 

ウ　企画提案書の提出期限　　　　　　令和８年５月22日(金)　12時00分必着 

エ　ヒアリングの実施　　　　　　　　令和８年６月３日(水) 

オ　選定結果の通知　　　　　　　　　令和８年６月中旬 

カ　契約締結　　　　　　　　　　　　令和８年６月下旬 

⑵　提出書類 

各種書類は、上記⑴の提出期限までに、協議会事務局（札幌市経済観光局観光・

MICE推進部）へ持参又は郵送（書留郵便等配達状況を確認できるものに限る）によ

り提出すること。 

ア　参加申込書（様式１）　１部 

イ　企画提案書及び参考見積書（様式自由、A4縦、両面使用）　 

　・表紙に提案者の団体名称を記載したもの　　　２部 

　・提案者の団体名称が記載されていないもの　　８部 

ウ　上記イのPDFデータ（CD又はDVD）　１部 

　⑶　その他の留意事項 

　　ア　申込書類に虚偽があった場合は失格とする。 

　　イ　企画提案に係る一切の経費については提案者の負担とする。 

　　ウ　提出のあった申込書類は返却しない。 

　　エ　審査の公正を期すため、企画提案書には、会社名、住所、ロゴマークなどプロ

ポーザル参加者を特定できる表示を付さないこと。 

⑷　質問の受付及び回答 

企画提案を行うにあたり質問がある場合は、質問受付期間内に、所定の書面(様

式２)に質問の要旨を簡潔に記入し、協議会事務局に電子メールで送信するものと

する。 

ア　質問受付期限 

令和８年５月11日(月)12時00分まで 

イ　質問に対する回答 

質問を受けた場合は質問者に随時回答するとともに、企画提案を募集する上で

広く周知すべきと判断されるものについては、質問の内容を札幌市ホームページ

で公表する。 
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ウ　送付先電子メールアドレス 

kanko@city.sapporo.jp 

※メールのタイトルは「（団体名）【令和８年度台湾市場誘客促進業務】質問

書」とする。 

 

10　契約候補者の選定方法 

本プロポーザルにおいて、企画提案の内容は、「令和８年度台湾市場誘客促進業務

公募型プロポーザル評価委員会」（以下「評価委員会」という。）を設置して評価す

る。評価及び契約候補者の選定は、評価委員会が審査を行って、最も適当と思われる

提案者を選定し、もって契約候補者とする。 

⑴　参加資格の審査及び結果の通知 

「８　参加資格要件」に基づき審査を行い、参加資格を満たさない場合は、通知

する。 

⑵　評価の基準 

評価項目 評価内容 配点 

実施方針の評価 

（7-⑴ 関係） 

実施方針の策定に係る分析は妥当であり、実施方針は本業務

の目的に沿った適切なものであるか。 
5 

着地型商品造成及び

販売 

（7-⑵ 関係） 

着地型商品造成に係る高いスキル、知識があり、商品内容は

ターゲットにとって魅力的であるか。また、商品掲載媒体・

掲載時期は販売数の最大化に資する最適なものであるか。 

20 

圏域の認知拡大及び

着地型商品の販売促

進 

（7-⑶ 関係） 

招請するメディアは、ターゲットに対し、発信力・影響力が

あり、効果的な認知拡大・販売促進が期待できるか。 
15 

メディアによる情報発信（発信内容、分量、媒体、動画の構

成等）は、効果的に圏域の魅力や造成商品の魅力を訴求でき

るものであるか。 

15 

台湾国際旅行博（ITF

）2026出展 

（7-⑷ 関係） 

台湾国際旅行博（ITF）2026出展に係るブース設営及び運営手

法は適切であり、会場でのプロモーション及びイベントは、

圏域の魅力を効果的に訴求できるものであるか。 

30 

効果・目標の妥当性 

（7-⑸ 関係） 
事業効果を測る指標及び測定方法は適切であるか。 5 

体制・計画の適否 

（7-⑹ 関係） 

業務を遂行するための適切な業務体制が確保され、確実に遂

行し得るスケジュールになっているか。 
5 

経費の妥当性 

（7-⑺ 関係） 
提案内容に対して積算額が妥当であるか。 5 

⑶　評価委員会によるヒアリングの実施 

企画提案者によるプレゼンテーション及び委員からのヒアリングを行い、契約候

補者を選定する。ヒアリングの実施にあたっては、次のとおり行うものとする。 

ア　企画提案者側の出席者は各団体３名までとする。 

イ　ヒアリングは、１企画提案あたり、25分（企画提案書に基づくプレゼンテー

ション15分、質疑応答10分）を想定し、委託者が別途指定する会場にて順次個別

に行うものとする。 

⑷　その他 

ア　提案者の数によっては、一次審査（書類選考）を行う場合がある。 

イ　評価の結果は、提案者全員に文書により通知する。 

ウ　総合得点満点の６割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない場合は、契約
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候補者としない。 

エ　提案者が一者となった場合、総合得点満点の６割を最低基準点と定め、最低基

準点を超えた場合のみ契約候補者として選定する。 

オ　評価委員会による採点が同点の場合、委員全員の協議により契約候補者を選定

する。 

 

11　契約 

契約については、選定された契約候補者と実施主体の間で詳細を交渉のうえ、締結

するものとする。ただし、この交渉の中で、企画提案内容の一部を変更することがあ

る。また、契約候補者が「８　参加資格要件」のいずれかに該当しないこととなった

場合や契約候補者との交渉が不調に終わった場合は、評価委員会において次点とされ

た団体と交渉する場合がある。なお、契約は実施主体と締結するものとし、その手続

きは、札幌市契約規則を準用する。 

 

12　参加資格の喪失 

本プロポーザルにおいて、企画提案者が参加資格を有することを確認したときから

審査が確定するまで(契約候補者にあっては契約を締結するまで)の間に、次のいずれ

かに該当したときは、提出された企画提案に関する評価は行わず、又は、契約候補者

としての選定を取り消すこととなる。 

⑴　参加資格を満たしていないことが判明し、又は、満たさないこととなったとき 

⑵　提案書類に重大な不備や虚偽の記載をしたことが判明したとき 

⑶　不正な利益を図る目的で評価委員会の委員等と接触し、又は、利害関係を有する

こととなったとき 

 

13　失格事項 

以下のいずれかに該当したものは失格とする。 

⑴　提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本提案説明書及び各

様式にて定めた内容に適合しなかった者。 

⑵　審査の公平性を害する行為をおこなった者。 

⑶　その他、本提案説明書等に定める手続き、方法等を順守しない者。 

 

14　参加資格等についての申立て 

本プロポーザルにおいて参加資格を満たさない又は満たさないこととなった等の通

知を受けた日の翌日から起算して10日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日を

除く。）以内にその理由等について書面により求めることができる。 

 

15　評価についての申立て 

企画提案者は自らの評価に疑義があるときは、選定結果に係る通知を受けた日の翌

日から起算して３日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日を除く。）以内に、

自らの評価について書面により疑義の申し立てを行うことができる。 

 

16　企画提案の著作権等に関する事項 

⑴　企画提案の著作権 

ア　企画提案の著作権は各提案者に帰属する。 

イ　実施主体が本件プロポーザルの実施に必要と認めるときは、企画案を実施主体
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が利用（必要な改編を含む）することを許諾するものとする。この場合は、あら

かじめ提案者に通知するものとする。 

ウ　提案者は、実施主体に対し、提案者が企画提案を創作したこと、及び、第三者

の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を

侵害するものではないことを保証するものとする。 

エ　企画提案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じた時

は、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、委

託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

⑵　成果物の著作権 

ア　受託者は委託者に対し、本件契約に基づく成果物（以下、「本著作物」とい

う。）に関連する著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に

規定する権利を含む。）を、譲渡するものとする。 

イ　受託者は、成果物に関する著作者人格権を委託者又は委託者が指定する第三者

に対して行使しないものとする。 

ウ　受託者は、委託者に対し、受託者が当該事業の実施に係る成果物（以下、「本

著作物」という。）を創作したこと、及び、第三者の著作権、著作者人格権及び

その他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害する者でないことを保証

する。 

エ　本著作物の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じた時

は、受託者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、委

託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

17　その他留意事項 

提出期限後の提出、差替え、変更、再提出及び追加を認めない。 

 

18　各書類の提出先・問合せ先 

担　当　さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会事務局　三上、小笠原 

（札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課内） 

住　所　〒060-8611　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所本庁舎15階 

電　話　011-211-2376 

ＦＡＸ　011-218-5129 

メール　kanko@city.sapporo.jp 
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